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第22講　均等第１要件論

第１　はじめに
前回の連載で採り上げたボールスプライン事件最高裁判決は、均等が認められるための第１要
件として、「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっ
ても、（１）右部分が特許発明の本質的部分ではな」いことを挙げている。

均等第１要件は、ボールスプライン事件最高裁判決以前においては、学説上、裁判例におい
て、ほとんど議論されておらず、米国においても、これに相当する要件は独立の要件としては議
論されておらず、「実務上は、非本質的部分（第１要件）充足性を判断するのは、非常の困難で
あり、必ずしも予見可能性があるとはいえない」１と評されている。したがって、均等第１要件
に関して、実務上の検討を行うに際しては、そもそも均等第１要件がなぜ認められて、どのよう
な機能を果たすのか、を正確に理解するとともに、近時の裁判例においては、詳細な検討がなさ
れているので、この点を正確に理解する必要がある。

第２　規定の趣旨、機能
ボールスプライン事件最高裁判決の調査官解説において、「仮に置換可能性及び容易想到性の
みを要件としてその判断の基準時を侵害時とするときは、均等の成立する範囲が広範なものとな
るが、対象製品等が特許発明特有の課題解決手段を備えていないときは、そのような対象製品等
は、当該特許発明と技術思想を異にするものというべきであって、特許発明の構成と実質的に同
一なものということはできない。本判決が均等成立の要件として（１）の要件を挙げたのは、こ
のような考えによるものと解される。また、本判決が本要件につき、特許発明の『本質的』とい
う表現を用いたのは、『技術思想を同一と評価するというのは均等を認めることと同義であり、
均等の要件として技術思想の同一性を上げるのではトートロージー（同義反復）となる』旨の批
判を意識して、あえて『技術思想の同一性』という表現を避けたためであると思われる」と述べ
られている。２したがって、均等第１要件は、置換可能性及び容易想到性のみを要件としてその
判断の基準時を侵害時とするときは、均等の成立する範囲が広範なものとなる恐れがあり、その
ために均等に基づく侵害の成立範囲を適切にコントロールする趣旨で規定されたものであり、そ
のような機能を担うことを期待して規定されたものであると理解することができる。
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